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横須賀市公設放課後児童クラブ運営業務委託業者選定プロポーザル募集要領 

 

 横須賀市（以下「本市」という。）では、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）

第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設として、現在、民設民営の放課後児

童クラブが、46小学校区のうち、43小学校区で展開しています。一方、公設の放課後児童クラブは、

２小学校区で展開していますが、長浦小学校区及び野比東小学校区にある民設民営の放課後児童クラ

ブが令和５年度末で閉所となることから、当該民設民営放課後児童クラブ使用児童の継続的使用等を

目的として、令和６年４月１日より長浦小学校内及び野比東小学校内で新たな公設放課後児童クラブ

を設置していくことを考えています。 

この募集要領は、横須賀市長浦小学校放課後児童クラブ及び横須賀市野比東小学校放課後児童クラ

ブに係る実施業務（以下「本業務」という。）の契約候補者をプロポーザル方式により選定するにあ

たり、必要な事項を定めたものです。 

 本公募は長浦小学校と野比東小学校の放課後児童クラブに関する２案件を一括して実施します。参

加希望者は、２つの案件のうちいずれか１つ、もしくは両方を選択してお申込みください。尚、選考

は各案件ごとに行います。 

 

１ 委託業務概要 

 （１）件名 

   横須賀市長浦小学校放課後児童クラブ運営業務委託（以下「運営委託業務Ａ」という。） 

   横須賀市野比東小学校放課後児童クラブ運営業務委託（以下「運営委託業務Ｂ」という。） 

 （２）業務内容 

   運営委託業務Ａ：横須賀市長浦小学校放課後児童クラブ運営業務委託仕様書（以下「仕様書Ａ」

という。）のとおり 

   運営委託業務Ｂ：横須賀市野比東小学校放課後児童クラブ運営業務委託仕様書（以下「仕様書

Ｂという。）のとおり 

 （３）契約期間 

   令和６年４月１日から令和７年３月31日まで 

 （４）履行期間 

   令和６年４月１日から令和９年３月31日まで（３年間） 

 （５）履行場所 

   運営業務委託Ａ：横須賀市立長浦小学校 

   運営業務委託Ｂ：横須賀市立野比東小学校 

 （６）契約方法 

   総価契約 

 （７）予定金額（非課税） 

   選定事業者が２次選考に際して提出した見積合計額 
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令和７年度以降についても同額を予定（毎年度の業務委託料の積算は実施しない）しています

が、利用児童数が20人未満になるなどの変動があった場合は、受託者と協議のうえ、金額の見直

しを行うものとします。 

なお、提案に際しての上限額（本業務の履行に係る全ての経費を含む）は以下のとおりです。

（以下の金額を超えた提案を行うことはできません。） 

運営業務委託Ａ：１２，６００，０００円（１年間） 

   運営業務委託Ｂ：１２，６１３，０００円（１年間） 

 （８）留意事項 

   本業務は、令和６年４月委託開始の業務であり、同年３月の本市議会定例議会において本業務

に係る令和６年度予算が議決された時点で、業務委託が行われることが決定します。 

   本業務に係る予算が議決されなかった場合には、契約を締結しないものとします。 

   その場合、それまでに要した費用については、プロポーザル参加事業者の負担となります。 

   また、本業務委託に係る予算額に減額が生じた場合には、仕様書Ａ、仕様書Ｂに示された事業

規模が縮小される場合があります。その際、プロポーザル参加者の損害発生に対して、横須賀市

は一切責任を負いません。 

   令和７年度以降については、本市議会において当該予算が承認され、かつ双方合意のある場合

に限り、契約を締結するものとします。 

 （９）その他 

  （ⅰ）障害児を受け入れ、通常配置する職員に１人以上の職員を加配した場合、下記の額を上限

として、加配職員の人件費分を別途委託契約するものとします。 

    なお、加算額については、国の基準単価の改定等に伴い、見直す場合があります。 

障害児数 加配職員数 加算額 

１人 １人以上 2,009,000円 

２人 １人以上 2,410,000円 

３人以上 ２人以上 4,009,000円 

  （ⅱ）放課後児童クラブにおける職員の処遇改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うこ

とを前提として、令和４年１月の地域の放課後児童クラブの賃金水準と比較して収入を引き

上げるための措置を実施するための経費（年額607,200円以内で、令和４年１月の地域の賃

金と比較して、常勤職員（非常勤は、下記により常勤に換算して含める）１人あたり平均し

て月額11,000円以上の雇用改善を継続して行う場合に限り、常勤１人あたり月額11,000円と

する）を別途委託契約するものとします。 

   【常勤換算の計算方法】 

   （１）１日６時間の勤務を超え、かつ１か月に20日以上勤務する非常勤等職員は１人とする。 

   （２）常勤職員が在籍するクラブの職員（（１）に満たない場合）は、非常勤等職員の１か月

の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤職員の１か月の勤務時間数を除して算出する。（小

数点第２位を四捨五入） 
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  （ⅲ）受託者（最優先候補者）が決定してから令和６年３月31日までの期間を開設準備期間とし、

令和６年４月１日から運営委託業務Ａ、運営委託業務Ｂを円滑に受託するに当たって必要と

なる事前準備経費の一部（クラブに配置する予定の職員の雇用経費などとして、業務１件に

つき191,000円以内（実績払い）を令和５年度に別途委託契約するものとします。 

２ 選考概要 

 （１）担当課（関係書類の提出先及び問合わせ先） 

   本業務に係るプロポーザル（以下「本プロポーザル」という。）の事務は、次の担当課が行い

ます。 

    横須賀市民生局福祉こども部子育て支援課（放課後児童対策係） 

    所在地 ：〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町11番地 

（書類を持参する場合は横須賀市小川町16番地 はぐくみかん５F ④番窓口） 

    TEL   ：046（822）8061（対応時間は土日祝日を除く午前８時30分～午後５時00分まで） 

    FAX   ：046（827）0652 

    E-mail ：as-dc@city.yokosuka.kanagawa.jp 

    担当  ：市川、田澤 

 （２）選考方法 

   本業務は、放課後児童クラブ運営することにより、児童の健全な育成を図ることを目的として

います。 

   そのため、運営業務の委託にあたっては、児童の体調や安全に配慮し、児童が放課後等の時間

を安全に豊かに過ごすことができる場を提供できるとともに、学校及び保護者と連携した事業展

開のできる事業者を選定する必要があります。 

   したがいまして、そのような事業者の事業執行能力等の資質や事業の趣旨への理解度、さらに

事業手法等について評価を行うとともに、事業実施に当たる事業者の意欲を確認するためにプロ

ポーザル選定とし、以下の２段階での選考を実施します。 

   １次選考「企画提案審査」 

    放課後児童クラブの企画運営内容の提案について、企画提案書に基づきプレゼンテーション 

を実施し、評価します。 

   ２次選考「競争見積もり合わせ」 

    １次選考を通過した事業者で競争見積もり合わせを行い、最も低い金額を提示した事業者を 

本業務の契約候補者として選定します。 

 （３）参加資格要件 

   本プロポーザルに参加する者（以下「参加者」という。）は、次に掲げる資格要件を満たすも

のとします。 

① 地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該当していないこと。 

② 法人格を有すること。 

③ 納付すべき市税等を滞納していないこと。 
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   ④ 横須賀市暴力団排除条例第２条第２号、第４号又は第５号に該当していないこと。 

 （４）実施スケジュール 

   本プロポーザルに関するスケジュールは次のとおりとします。 

内容 期日等 

公告・募集要領、仕様書等の提示 令和５年10月18日（水） 

質問受付期限 令和５年10月30日（月）17時 

 全ての質問・回答内容の公表 令和５年11月２日（木） 

参加申込書の提出期限 令和５年11月10日（金）17時 

 参加資格審査結果通知 令和５年11月16日（木） 

企画提案書の提出期間 
令和５年11月16日（木） 

～５年12月５日（火）17時 

プレゼンテーションの実施 令和５年12月８日（金）11日（月）12日（火） 

 １次選考結果通知 令和５年12月13日（水） 

見積書の提出期間 
令和５年12月13日（水） 

～５年12月20日（水）17時 

２次選考「競争見積もり合わせ」の実施 令和５年12月22日（金）10時 

 ２次選考結果通知 令和５年12月25日（月） 

事業者選定 令和５年12月25日（月） 

３ 質問の受付・回答 

 （１）質問の受付 

   本プロポーザルや本業務に関する質問がある者は、次により、質問書（運営委託業務Ａ：様式

１－Ａ、運営委託業務Ｂ：様式１－Ｂ）を提出してください。 

① 提出方法 Ｅメールに添付 

② 提出期限 令和５年10月30日（月）17時 

③ 提出先  横須賀市民生局福祉こども部子育て支援課（放課後児童対策係） 

           E-mail ：as-dc@city.yokosuka.kanagawa.jp 

 （２）質問に対する回答 

   質問に対する回答は、次により行います。 

   ① 回答方法  質問者にＥメールで随時回答 

   ② 回答期限  質問を受け付けた日の翌日から起算（土・日・祝日を除く）して２日以内に 

          回答します。 

 （３）質問・回答内容の公表 

   期限内に受け付けた全ての質問とその回答内容を次により公表します。 

   ① 公表方法  質問者名を伏せて回答書を市ホームページに掲載します。 

   （市政情報→入札・契約・検査→入札の広場（契約課）→コンペ・プロポーザル等の案件情報） 

   ② 公表日   令和５年11月２日（木） 

 （４）留意事項 
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   ① 提出期限後の質問、電話や来訪等の口頭による質問は、理由の如何を問わず受け付けませ

ん。 

   ② 質問内容や量によって、回答に時間を要する場合があります。 

③ 事業者が特定できるような質問については、非公表とする場合があります。 

   ④ 回答と併せて、全参加者に対して補足説明等を通知する場合があります。 

 

４ 参加申込 

 （１）参加申込書等の提出 

   参加資格要件を満たし、本プロポーザルへの参加を希望する者は、次により（ａ）参加申込書

（運営委託業務Ａ：様式２－Ａ、運営委託業務Ｂ：様式２－Ｂ）、（ｂ）法人の登記事項証明書、

（ｃ）市税等に関して未納のないことについての証明書(市区町村発行のもの)、（ｄ）暴力団排

除に関する宣誓書兼同意書を提出してください。（横須賀市競争入札参加有資格者の場合、（ｂ）、

（ｃ）、（ｄ）は不要です。） 

① 提出部数  各１部 

② 提出方法  持参または郵送（郵送の場合は電話連絡もお願いします。） 

③ 提出期限  令和５年11月10日（金）17時 

   ④ 提出先   横須賀市民生局福祉こども部子育て支援課（放課後児童対策係） 

 （２）参加資格の審査及び結果通知 

   参加申込書等を提出した者に対して、参加資格要件を満たしているかを審査し、次により結果

を通知します。 

① 通知方法 参加申込書（運営委託業務Ａ：様式２－Ａ、運営委託業務Ｂ：様式２－Ｂ）に

記載されたメールアドレスあてに随時通知 

   ② 通知期限 令和５年11月16日（木） 

 （３）留意事項 

   ① 参加申込書の提出をもって、募集要領等の記載内容に同意したものとみなします。 

   ② 提出期限内に参加申込書を提出しない者又は参加資格がないと認められた者は、本プロポ

ーザルに参加することはできません。 

 

５ １次選考「企画提案審査」の実施 

 １次選考は、参加者から提出された企画提案書に基づくプレゼンテーションにより審査、採点しま 

す。 

審査は、横須賀市公設放課後児童クラブ運営業務委託業者選定職員が公正かつ厳正に行い 

ます。審査員は、各参加者の提案を評価項目ごとに、評価基準に基づき評価します。 

 （１）横須賀市長浦小学校放課後児童クラブ運営業務委託企画提案書（以下「企画提案書Ａ」とい

う。）、横須賀市野比東小学校放課後児童クラブ運営業務委託企画提案書（以下「企画提案書Ｂ」

という。）の提出期限及び提出方法等 
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   「運営委託業務Ａ：様式３－Ａ、運営委託業務Ｂ：様式３－Ｂ」および「様式３①～③」によ

り企画提案書を作成してください。 

   ※２案件に参加する場合、「様式３①～③」は１部で構いません。 

① 提出方法  持参 

② 提出期限  令和５年12月５日（火）17時 

③ 提出先   横須賀市民生局福祉部子育て支援課（放課後児童対策係） 

          はぐくみかん５階 

   ④ 提出部数  社名の入ったもの      １部 

          社名の入っていないもの   ４部 

   ⑤ 提出期限後の企画提案書の差し替えはできませんので、内容を十分精査して提出してくだ

さい。また、提出期限までに企画提案書が提出されない場合、プロポーザルの参加を辞退し

たものとします。 

   ⑥ 次の各号の一つに該当する場合、企画提案書は失格とします。 

    ・企画提案書Ａ、企画提案書Ｂの提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの 

    ・企画提案書Ａ、企画提案書Ｂの作成様式及び提案依頼事項に適合しないもの 

    ・企画提案書Ａ、企画提案書Ｂに記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの 

    ・虚偽の内容が記載されているもの 

   ⑦ 企画提案文書の取り扱い 

     提出された企画提案書等は、横須賀市情報公開条例（平成13年条例第４号）に基づく公文

書公開請求の対象となりますので、ご承知おきください。 

     なお、公文書公開請求があった場合には、条例第13条第１項に意見書提出の機会を与える

ことができる旨が規定されていますので、第三者保護に関する手続きを行った上で諾否を決

定します。 

   ⑧ 企画提案書の作成に要した費用、報酬等は支払いません。 

 （２）プレゼンテーションについて 

① 日時  令和５年12月８日（金）9時～12時、11日（月）12日（火）９時～17時のうち、指 

定する日時 

② 場所  はぐくみかん５階 会議室３、会議室４ 

   ③ 実施方法 

    ・プレゼンテーションは５名以内で実施し、契約を履行する際に本業務に従事する予定の者

（現場責任者等）が最低１名参加するものとします。 

    ・プレゼンテーションは非公開とし、ご提出いただいた企画提案書をもとに説明していただ

きます。その際、企画提案書の補足説明資料の配付は認めますが、企画提案書に記載がな

い新たな追加提案や追加資料の配付は認めません。 

    ・実施日時について、参加申込書（運営委託業務Ａ：様式２－Ａ、運営委託業務Ｂ：様式２

－Ｂ）に記載されたメールアドレス宛にＥメールで通知します。 
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    ・実施時間については、運営委託業務Ａ及び運営委託業務Ｂ（２案件）に参加の事業者は60

分程度（プレゼンテーション30分以内、質疑応答30分程度）を予定しています。 

    ・運営委託業務Ａもしくは運営委託業務Ｂのいずれか１案件のみに参加の事業者は50分程度

（プレゼンテーション20分以内、質疑応答30分程度）を予定しています。 

    ・受付時間までに受付ができなかった場合、参加を辞退したものとします。 

     なお、交通事情などにより、やむを得ない事由により受付時間までに受付ができない場合

は、受付時間までに担当課に電話連絡をしてください。遅延証明等、その事由を証明する

書面の提出により、実施時間を変更します。 

    ・審査は、選考委員３人が公正かつ厳正に行います。 

    ・パソコン及びプロジェクターは使用できません。 

    ・質疑応答終了後の回答内容の変更は不可とします。 

 （３）評価項目、評価基準及び配点 

   別表「評価基準及び評価点表」のとおり 

 （４）１次選考結果の通知 

   全参加者に対して、次により、結果を通知します。 

   ① 通知内容 

   ・１次選考を通過した参加者：参加者自身の評価点表、選考通過基準点、通過の旨の通知及び

見積書の提出依頼 

   ・その他の参加者：参加者自身の評価点表、選考通過基準点、選定外となった旨の通知 

    ※全体の結果（各参加者の評価点等）について、契約候補者決定後に市ホームページで公表

します。（市政情報→入札・契約・検査→入札の広場（契約課） 

                          →コンペ・プロポーザル等の案件情報） 

② 通知方法  参加申込書（運営委託業務Ａ：様式２－Ａ、運営委託業務Ｂ：様式２－Ｂ）

に記載したメールアドレスあてに通知 

③ 通知期限  令和５年12月13日（水） 

 

６ 見積書の作成・提出 

 １次選考「企画提案審査」を通過した参加者は、２次選考「競争見積もり合わせ」にあたって、次

により、見積書（運営委託業務Ａ：様式４－Ａ、運営委託業務Ｂ：様式４－Ｂ）を作成・提出してく

ださい。 

 （１）見積書の作成 

  次の事項を確認の上、見積書を作成してください。 

① 様式 見積書（運営委託業務Ａ：様式４－Ａ、運営委託業務Ｂ：様式４－Ｂ）[Excel]を使

用してください。他の様式は認めません。 

   ② 作成方法 

    （ア）以下の必須項目を入力してください。 
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      ・提出日、住所または所在地、商号又は名称、代表者氏名、見積合計額 

    （イ）入力漏れや入力誤りがないかを確認し、Ａ４用紙に出力してください。 

    （ウ）代表者印を押印してください。※代表者印の押印がない場合は無効となります。 

      

 （２）見積書の提出 

   ① 提出部数  １部 

   ② 提出方法  持参または郵送（郵送の場合は電話連絡もお願いします。） 

    ※任意の封筒に封入封緘の上、割印（見積書に押印した代表者印と同印）をして提出してく

ださい。 

    ※封筒には、「横須賀市放課後児童クラブ運営業務委託（見積書在中）」と「商号又は名称」

を記入してください。 

   ③ 提出期間  令和５年12月13日（水）～12月20日（水）17時 

          ※８時30分～17時（12時～13時を除く）に受け付けます。 

   ④ 提出先   横須賀市民生局福祉こども部子育て支援課（放課後児童対策係） 

           はぐくみかん５階 

 （３）留意事項 

   ① 仕様書Ａ、仕様書Ｂの内容を十分確認の上、見積合計額を記載してください。 

② 瘣業務の履行に係る経費を全て計上するものとします。 

③ 見積書（運営委託業務Ａ：様式４－Ａ、運営委託業務Ｂ：様式４－Ｂ）に記載の特記事項

を確認の上、見積書を提出してください。 

   ④ 提出後の差し替えは認めません。 

 

７ ２次選考「競争見積もり合わせ」の実施 

 １次選考通過者から提出された見積書について、次により、競争見積もり合わせを実施し、本業務

の契約候補者を選定します。 

 （１）「競争見積もり合わせ」日時・場所 

   ① 日時   令和５年12月22日（金）10時 

③ 場所   はぐくみかん５階  

   ③ 立会い  競争見積もり合わせ参加者であれば、任意で立ち会うことができます。立会い

希望者は、定刻に上記の場所にお越しください。 

 （２）契約候補者の選定方法 

   １次選考を通過した参加者で、見積もり合わせを行い、見積合計額が最も低い額を提示した参

加者を本業務の契約候補者として決定します。ただし、同額の見積書を提出した参加者が２以上

ある場合は、１次選考における評価点数が最も高い参加者を本業務の契約候補者として決定しま

す。また、評価点数も同点であった場合は、くじ引きにより決定します。 

 （３）２次選考結果の通知 
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   競争見積もり合わせ全参加者に対して、次により、結果を通知します。 

① 通知内容 

    ・契約候補者：選定の旨の通知及び打ち合わせ等の連絡 

    ・その他の参加者：選定外となった旨の通知 

② 通知方法  参加申込書（運営委託業務Ａ：様式２－Ａ、運営委託業務Ｂ：様式２－Ｂ）

に記載したメールアドレスあてに通知 

③ 通知期限  令和５年12月25日（月） 

 

８ プロポーザル結果の公表 

 令和５年12月25日（月）以降に、本プロポーザルの結果を市ホームページで公表します。 

 （市政情報→入札・契約・検査→入札の広場（契約課）→コンペ・プロポーザル等の案件情報） 

 なお、公表内容には、以下の項目が含まれます。 

 （１）１次選考参加者の名称と評価点 

   ※１次選考通過者名（商号又は名称）と評価点を記載例のとおり表記します。 

    （記載例）事業者Ａ Ｘ点、事業者Ｂ Ｙ点… 

   ※１次選考参加者には個別にメールにて参加者自身の評価点表、選考通過基準点を通知します。 

 （２）２次選考参加者の名称と見積合計額 

   ※全参加者について、参加者名（商号又は名称）を公表します。 

 

９ 契約の締結 

 （１）本業務の契約候補者に決定した者は、令和６年４月１日（月）に本市と随意契約を締結する

ものとします。 

 （２）契約手続きについては、契約候補者に対して、別途通知します。 

 

10 プロポーザル参加に際しての留意事項 

 （１）失格事由 

   参加者が次のいずれかに該当する場合は失格となります。契約候補者については、契約を取り

消します。 

① 参加資格要件を満たさない場合（契約締結までの間に資格要件を満たさなくなった場合を

含む） 

② 参加申込をしたにも関わらず、期限内に提出書類を提出しなかった場合 

③ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

④ 本プロポーザルの実施にあたり、不正もしくは妨害行為を行った場合 

⑤ 見積書（運営委託業務Ａ：様式４－Ａ、運営委託業務Ｂ：様式４－Ｂ）において、予定金

額を超える見積合計額を提示した場合 

   ⑥ その他、募集要領に違反した場合 
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 （２）参加辞退 

   参加者は、参加申込書を提出した後でも、見積書の提出期限までは参加を辞退することができ

ます。参加を辞退する場合は、次により、速やかに参加辞退届（運営委託業務Ａ：様式５－Ａ、

運営委託業務Ｂ：様式５－Ｂ）を提出してください。 

   なお、参加辞退者に対して、本市が以後のプロポーザル等において不利益な扱いをすることは

ありません。 

 （３）提出書類の取り扱い 

① 提出書類の内容に含まれる著作権は、原則として、参加者に帰属します。 

② 提出書類は、理由の如何を問わず、返却できません。 

③ 提出書類の差し替えは、認めません。 

   ④ 提出書類は、原則として公開しませんが、本市の情報公開条例に基づき、公開する場合が

あります。 

   ⑤ 提出書類は、本プロポーザルの実施にあたり、必要な範囲において複製を作成する場合が

あります。 

 （４）費用の負担 

   本プロポーザル参加に要する費用は、全て参加者の負担とします。 

 （５）プロポーザルの延期・中止 

   やむを得ない理由等により、本市が本プロポーザルを実施できないと判断した場合は、本プロ

ポーザルを延期又は中止することがあります。 

 （６）その他 

   本要領に記載のない事項については、本市契約規則、入札心得に準ずるので、参加にあたって

は精読し、理解の上ご参加ください。 

 

 


